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は
じ
め
に

一
　

経
営
者
保
証
に
依
存
し
な
い
融
資

慣
行
の
確
立
に
向
け
、
２
０
２
２
年

12
月
23
日
に
金
融
庁
、
経
済
産
業
省

お
よ
び
財
務
省
か
ら
「
経
営
者
保
証

改
革
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
を
公
表
し
た
。

ま
た
同
日
、
金
融
機
関
が
経
営
者
保

証
を
徴
求
す
る
際
の
手
続
き
に
関
す

る
監
督
強
化
の
観
点
か
ら
、
金
融
庁

に
お
い
て
「
中
小
・
地
域
金
融
機
関

向
け
の
総
合
的
な
監
督
指
針
（
注

１
）」（
以
下
、「
監
督
指
針
」
と
い
う
）

等
を
改
正
し
、
公
表
し
た
と
こ
ろ
で

あ
る
。
本
稿
で
は
監
督
指
針
改
正
の

背
景
や
、
ね
ら
い
、
今
後
の
金
融
機

関
に
求
め
ら
れ
る
姿
勢
等
に
つ
い
て

解
説
す
る
。

こ
れ
ま
で
の
経
営
者
保
証

に
関
す
る
取
組
み

二
　

経
営
者
保
証
に
つ
い
て
は
、
２
０

１
４
年
２
月
に
「
経
営
者
保
証
に
関

す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」（
以
下
、「
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
」
と
い
う
）
の
運
用
が

始
ま
り
、
９
年
が
経
過
し
た
と
こ
ろ

で
あ
る
。
運
用
開
始
以
降
も
、
事
業

承
継
を
行
う
際
、
原
則
と
し
て
前
経

営
者
、
後
継
者
の
双
方
か
ら
個
人
保

証
の
二
重
徴
求
を
行
わ
な
い
こ
と
を

盛
り
込
ん
だ
、
事
業
承
継
時
に
焦
点

を
当
て
た
「
経
営
者
保
証
に
関
す
る

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
の
特
則
（
２
０
１

９
年
12
月
）
の
公
表
や
、
上
限
額
の

定
め
の
な
い
個
人
の
根
保
証
契
約
は

無
効
と
す
る
こ
と
や
、
事
業
に
関
与

し
て
い
な
い
第
三
者
を
保
証
人
と
す

る
場
合
に
は
公
証
人
に
よ
る
保
証
意

思
確
認
手
続
き
が
必
要
と
な
る
こ
と

等
を
定
め
た
改
正
民
法
の
施
行
（
２

０
２
０
年
４
月
）
な
ど
の
取
組
み
が

行
わ
れ
て
き
た
。

　

金
融
庁
に
お
い
て
も
、「
新
規
融

資
に
占
め
る
経
営
者
保
証
に
依
存
し

な
い
融
資
の
割
合
」（
以
下
、「
無
保

証
融
資
割
合
」
と
い
う
）
や
「
代
表

者
交
代
時
の
二
重
徴
求
の
割
合
」（
注

２
）、
民
間
金
融
機
関
に
よ
る
取
組

事
例
集
（
注
３
）
の
公
表
な
ど
を
行

い
、
金
融
機
関
の
経
営
者
保
証
に
依

存
し
な
い
融
資
慣
行
の
確
立
に
向
け

た
取
組
み
を
後
押
し
し
て
き
た
。

　

民
間
金
融
機
関
に
よ
る
取
組
事
例

集
に
は
、
金
融
機
関
の
経
営
者
保
証

に
依
存
し
な
い
組
織
的
な
取
組
み
が

記
載
さ
れ
て
お
り
、
例
え
ば
、
経
営

者
保
証
を
徴
求
す
る
際
の
審
査
に
要

す
る
時
間
を
、
顧
客
と
の
リ
レ
ー

シ
ョ
ン
構
築
に
使
い
た
い
と
の
経
営

ト
ッ
プ
の
考
え
の
も
と
、
原
則
経
営

者
保
証
を
徴
求
し
な
い
取
組
み
や
、

経
営
者
保
証
を
徴
求
す
る
際
の
要
件

に
つ
い
て
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
要
件

に
よ
ら
ず
、
独
自
の
基
準
を
設
け
て

柔
軟
に
対
応
し
て
い
る
取
組
み
な

ど
、
前
向
き
な
取
組
み
も
見
て
取
れ

る
。

　

こ
れ
ら
取
組
み
の
効
果
も
あ
り
、

２
０
２
２
年
度
上
期
の
無
保
証
融
資

割
合
は
２
０
１
７
年
度
の
16
・
５
％

か
ら
、
33
・
１
％
へ
と
大
幅
に
改
善

し
た
（
図
表
１
）。

監
督
指
針
改
正
の
背
景

三　
　
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ギ
ャ
ッ
プ

１
　

金
融
庁
が
行
っ
た
金
融
機
関
へ
の

１　
経
営
者
保
証
に
係
る
「
中
小
・
地
域
金
融
機
関
向
け
の

１　
経
営
者
保
証
に
係
る
「
中
小
・
地
域
金
融
機
関
向
け
の

総
合
的
な
監
督
指
針
」
の
改
正
の
ね
ら
い

総
合
的
な
監
督
指
針
」
の
改
正
の
ね
ら
い

脱
経
営
者
保
証
の
あ
り
方
と
経
営
者
と
の
関
係

脱
経
営
者
保
証
の
あ
り
方
と
経
営
者
と
の
関
係
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一　
は
じ
め
に

　

所
有
者
不
明
土
地
問
題
へ
の
対
応

を
目
的
と
し
た
令
和
３
年
民
法
・
不

動
産
登
記
法
等
改
正
（「
民
法
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
」（
令
和
３

年
法
律
第
24
号
））
に
よ
り
、
令
和

５
年
４
月
以
降
、
相
続
登
記
の
申
請

義
務
化
（
資
料
１
）
を
始
め
と
す
る

新
た
な
民
事
基
本
法
制
が
順
次
施
行

さ
れ
る
こ
と
は
、
ご
存
じ
の
読
者
が

多
い
で
あ
ろ
う
。

　

法
務
省
で
は
、
新
制
度
の
円
滑
な

施
行
に
向
け
た
準
備
を
鋭
意
進
め
て

い
る
が
、
本
稿
で
は
、
銀
行
実
務
に

関
係
す
る
こ
と
が
多
い
と
思
わ
れ
る

「
不
動
産
登
記
情
報
の
最
新
化
」
と

い
う
観
点
か
ら
、
令
和
６
年
４
月
１

日
に
始
ま
る
相
続
登
記
の
申
請
義
務

化
を
中
心
と
す
る
新
制
度
の
位
置
付

け
や
見
込
ま
れ
る
運
用
に
つ
い
て
、

ご
紹
介
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

　

あ
わ
せ
て
、
今
回
の
制
度
見
直
し

に
伴
い
、
国
民
の
皆
様
が
自
ら
の
相

続
財
産
や
不
動
産
資
産
に
改
め
て
関

心
を
も
ち
、
不
動
産
の
登
記
名
義
の

確
認
や
登
記
申
請
等
の
対
応
を
行
う

こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。そ
こ
で
、

一
般
的
に
難
し
い
手
続
き
と
い
わ
れ

る
登
記
申
請
手
続
に
つ
い
て
、
多
く

の
皆
様
に
関
わ
り
が
あ
る
各
種
手
続

（
例
え
ば
、
相
続
登
記
の
申
請
や
抵

当
権
登
記
の
抹
消
申
請
）
に
直
面
し

た
場
合
の
負
担
軽
減
を
図
る
新
た
な

情
報
提
供
に
つ
い
て
も
、
法
務
省
と

し
て
取
組
み
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。

　

以
下
で
は
、
令
和
５
年
４
月
か
ら

順
次
施
行
さ
れ
る
新
制
度
を
念
頭

に
、
意
見
に
わ
た
る
部
分
は
個
人
的

見
解
も
含
め
、
法
務
省
の
取
組
を
紹

介
す
る
こ
と
と
し
た
い（
本
稿
で
は
、

民
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
令
和
３
年
法
律
第
24
号
）
を
「
令

和
三
年
改
正
法
」
と
い
い
、
令
和
三

年
改
正
法
に
よ
り
改
正
さ
れ
た
不
動

産
登
記
法
（
平
成
16
年
法
律
第
１
２

３
号
）
を
「
新
不
登
法
」
と
い
う
）。

二�　
ま
す
ま
す
増
加
す
る
所
有

者
不
明
土
地

　

不
動
産
登
記
簿
を
見
て
も
、
そ
こ

に
記
載
さ
れ
た
所
有
者
の
氏
名
や
住

所
の
情
報
が
最
新
の
も
の
と
な
っ
て

お
ら
ず
、
真
の
所
有
者
に
容
易
に
ア

ク
セ
ス
で
き
な
い
状
況
（
所
有
者
不

明
土
地
問
題
）
が
、
そ
の
土
地
を
含

め
た
周
辺
の
土
地
の
取
引
や
利
活

用
、公
共
事
業
の
妨
げ
と
な
る
な
ど
、

様
々
な
場
面
で
問
題
を
発
生
さ
せ
て

い
る
。
近
時
、「
負
動
産
」「
空
き
地
・

空
き
家
」
の
問
題
が
深
刻
化
し
て
い

る
と
の
指
摘
が
各
方
面
で
さ
れ
、
所

得
者
不
明
土
地
問
題
の
存
在
が
よ
う

や
く
社
会
的
に
認
識
さ
れ
て
き
た
。

も
っ
と
も
、
不
動
産
取
引
や
相
続
は

日
常
的
な
事
柄
で
な
く
、
こ
の
問
題

の
深
刻
さ
に
つ
い
て
実
感
を
伴
っ
て

受
け
止
め
て
い
る
方
は
、
そ
れ
ほ
ど

多
く
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
本
誌
の
読
者
の

よ
う
に
、
顧
客
の
資
産
管
理
や
相
続

問
題
へ
の
対
応
等
を
業
務
と
し
、
あ

る
い
は
不
動
産
・
相
続
分
野
等
の
紛

争
予
防
や
紛
争
解
決
を
担
う
専
門
家

の
立
場
に
あ
る
方
に
と
っ
て
は
、
不

い
よ
い
よ
迫
る
相
続
登
記
の
申
請
義
務
化
と

い
よ
い
よ
迫
る
相
続
登
記
の
申
請
義
務
化
と

登
記
申
請
の
円
滑
化
に
向
け
た
新
た
な
取
組
み

登
記
申
請
の
円
滑
化
に
向
け
た
新
た
な
取
組
み

法
務
省

法
務
省  

民
事
局

民
事
局  

民
事
第
二
課
長

民
事
第
二
課
長
　　
藤
田
藤
田  

正
人
正
人
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は
じ
め
に

　

金
融
審
議
会
の
「
事
業
性
に
着
目

し
た
融
資
実
務
を
支
え
る
制
度
の
あ

り
方
等
に
関
す
る
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ

ル
ー
プ
報
告
」（
以
下
、「
報
告
」
と

い
う
）
が
令
和
５
年
２
月
10
日
に
公

表
さ
れ
た
。
こ
の
報
告
は
、
事
業
成

長
担
保
権
の
法
制
化
を
求
め
る
内
容

と
な
っ
て
い
る
。
事
業
成
長
担
保
権

は
、
事
業
法
人
の
総
財
産
を
目
的
と

す
る
担
保
権
で
あ
っ
て
、
主
に
ス

タ
ー
ト
ア
ッ
プ
企
業
等
不
動
産
な
ど

の
有
形
資
産
を
持
た
な
い
企
業
の
事

業
全
体
を
担
保
目
的
財
産
と
す
る
担

保
権
で
あ
る
（
注
１
）（
注
２
）。

　

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
前
記
報
告

に
お
い
て
明
記
さ
れ
た
事
業
成
長
担

保
権
の
概
要
を
説
明
し
た
後
、
金
融

機
関
の
対
応
に
つ
い
て
も
検
討
す
る

こ
と
と
す
る
。

一�

　
事
業
成
長
担
保
権
に

関
す
る
従
前
の
経
過

１�　
「
事
業
者
を
支
え
る
融
資
・

再
生
実
務
の
あ
り
方
に
関
す

る
研
究
会
」
の
設
置
と
論
点

整
理
の
公
表

　

令
和
２
年
11
月
４
日
、
金
融
庁
に

「
事
業
者
を
支
え
る
融
資
・
再
生
実

務
の
あ
り
方
に
関
す
る
研
究
会
」（
以

下
、「
研
究
会
」
と
い
う
）
が
設
置

さ
れ
、
同
年
12
月
25
日
に
同
研
究
会

か
ら
論
点
整
理
が
公
表
さ
れ
た
。

２　

論
点
整
理
２
・
０
の
公
表

　

そ
の
後
、
研
究
会
は
令
和
３
年
11

月
30
日
に
論
点
整
理
２
・
０
を
公
表

し
た
。

二�

　
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ

ル
ー
プ
の
設
置
お
よ
び

現
在
の
状
況

　

岸
田
内
閣
は
、
令
和
４
年
６
月
７

日
、「
新
し
い
資
本
主
義
の
グ
ラ
ン

ド
デ
ザ
イ
ン
及
び
実
行
計
画
～
人
・

技
術
・
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
へ
の
投
資

の
実
現
～
」
を
閣
議
決
定
し
た
が
、

そ
こ
に
は
「
事
業
全
体
を
担
保
に
金

融
機
関
か
ら
成
長
資
金
を
調
達
で
き

る
制
度
を
創
設
す
る
た
め
、
関
連
法

案
を
早
期
に
国
会
に
提
出
す
る
こ
と

を
目
指
す
」と
の
方
針
が
示
さ
れ
た
。

　

同
年
９
月
30
日
に
開
催
さ
れ
た
金

融
審
議
会
総
会
に
お
い
て
、
金
融
担

当
大
臣
か
ら
「
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
や

事
業
承
継
・
再
生
企
業
等
へ
の
円
滑

な
資
金
供
給
を
促
す
観
点
か
ら
、
事

業
性
に
着
目
し
た
融
資
実
務
の
あ
り

方
も
視
野
に
入
れ
つ
つ
、
事
業
全
体

を
担
保
に
金
融
機
関
か
ら
成
長
資
金

を
調
達
で
き
る
制
度
に
つ
い
て
検
討

を
行
う
こ
と
」
と
の
諮
問
が
な
さ
れ

た
。

　

前
記
諮
問
を
受
け
た
金
融
審
議
会

は
、「
事
業
性
に
着
目
し
た
融
資
実

務
を
支
え
る
制
度
の
あ
り
方
等
に
関

す
る
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
」（
以

下
、「
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
」

と
い
う
）
を
設
置
し
、
審
議
が
開
始

事
業
成
長
担
保
権
と
金
融
機
関
の
対
応

小
沢
・
秋
山
法
律
事
務
所 

弁
護
士　

香
月 

裕
爾

今
月
の
解
説
②
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テ
ー
マ
と
概
要

　
本
連
載
は
、
金
融
業
界
に
お
け
る

課
題
を
テ
ー
マ
に
、「
熱
い
金
融
マ

ン
協
会
」
を
主
催
す
る
山
口
省
藏
氏

に
よ
る
識
者
と
の
対
談
を
お
伝
え
す

る
も
の
で
あ
る
。

　
今
回
は
、「
捨
て
ら
れ
る
銀
行
」

シ
リ
ー
ズ
の
著
者
、
共
同
通
信
社
編

集
委
員
の
橋
本
卓
典
氏
を
迎
え
て
、

地
域
金
融
の
現
場
に
つ
い
て
対
談
を

行
っ
た
。

●�
地
方
の
事
業
者
・
金
融
を

取
材
す
る
よ
う
に
な
っ
た

ル
ー
ツ

山
口　
地
方
の
事
業
者
・
金
融
の
話

を
書
い
て
い
る
橋
本
さ
ん
の
ル
ー
ツ

に
つ
い
て
、
教
え
て
く
だ
さ
い
。　

橋
本　
父
方
の
橋
本
家
は
、
熊
本
で

庄
屋
を
営
ん
で
い
ま
し
た
。
戊
辰
戦

争
の
時
に
お
侍
さ
ん
た
ち
に
お
金
を

貸
し
込
ん
で
い
ま
し
た
。
武
士
の
世

の
中
が
続
く
だ
ろ
う
と
い
っ
た
、

誤
っ
た
事
業
性
評
価
に
よ
る
貸
出
が

回
収
不
能
に
な
っ
て
し
ま
い
、
家
を

畳
む
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

熊
本
か
ら
東
京
に
行
っ
た
橋
本
忠

次
郎
と
い
う
人
物
が
、
当
時
の
大
倉

喜
八
郎（
明
治
大
正
時
代
の
実
業
家
）

の
部
下
に
な
り
ま
し
た
。
大
倉
喜
八

郎
に
よ
る
建
設
事
業
は
後
に
大
成
建

設
に
な
る
の
で
す
が
、
そ
の
協
力
企

業
の
橋
本
組
と
し
て
土
木
建
築
の
仕

事
を
行
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
ち

な
み
に
、
岐
阜
駅
は
橋
本
組
が
作
り

ま
し
た
。岐
阜
駅
が
あ
る
橋
本
町
に
、

そ
の
名
前
が
残
っ
て
い
ま
す
。
そ
の

後
、
西
南
戦
争
が
起
き
て
、
戦
争
に

関
わ
っ
た
薩
摩
の
人
た
ち
を
刑
務
所

に
収
容
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い

う
こ
と
で
全
国
に
刑
務
所
を
作
り
ま

し
た
。
宮
城
の
刑
務
所
に
つ
い
て
、

橋
本
組
が
作
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と

か
ら
、
そ
ち
ら
に
移
り
住
む
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。
今
、
宮
城
県
に
橋
本

店
と
い
う
名
前
で
建
設
会
社
を
続
け

て
い
ま
す
。
そ
の
橋
本
忠
次
郎
の
兄

の
血
筋
が
私
に
つ
な
が
っ
て
い
ま

す
。
こ
の
た
め
、
私
の
祖
父
も
父
も

大
成
建
設
で
す
。
母
方
は
、
北
海
道

の
サ
ロ
マ
湖
の
近
く
で
、
木
材
加
工

の
会
社
を
や
っ
て
い
ま
し
た
。
北
海

道
の
鉄
道
の
枕
木
の
ほ
と
ん
ど
を

作
っ
た
会
社
で
し
た
。

●
通
信
社
の
経
済
部
で
の
活
躍

山
口　
最
初
に
時
事
通
信
社
に
入
っ

た
経
緯
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

橋
本　
私
が
就
職
活
動
を
し
て
い
た

１
９
９
８
年
は
、
日
本
長
期
信
用
銀

行
や
日
本
債
券
信
用
銀
行
が
破
綻
し

た
年
で
す
。
尋
常
な
ら
ざ
る
就
職
氷

河
期
で
し
た
。
銀
行
を
含
め
た
多
く

の
企
業
を
受
け
た
な
か
で
、
た
ま
た

ま
時
事
通
信
社
に
拾
っ
て
い
た
だ

き
、
こ
の
道
を
歩
む
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。
も
と
も
と
大
学
は
、
政
治
学

科
だ
っ
た
の
で
、
政
治
部
の
記
者
に

な
る
と
の
漠
然
と
し
た
思
い
は
あ
り

ま
し
た
が
、
就
職
活
動
が
、
公
的
資

金
、
不
良
債
権
、
金
融
再
生
法
、
金

融
監
督
庁
の
設
立
と
い
っ
た
こ
と
が

話
題
に
な
っ
て
い
た
時
期
だ
っ
た
の

で
、
経
済
の
こ
と
が
わ
か
ら
な
い
と

政
治
部
に
行
っ
て
も
何
の
取
材
も
で

き
な
い
と
思
い
、
ま
ず
は
経
済
部
に

行
か
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。

　

１
９
９
９
年
４
月
に
時
事
通
信
社

に
入
社
し
ま
し
た
。
経
済
部
で
為
替

の
担
当
を
２
年
く
ら
い
し
て
、
そ
の

後
、
熊
本
の
支
局
で
４
年
間
過
ご
し

て
、
東
京
の
経
済
部
に
呼
び
戻
さ
れ

ま
し
た
。
当
時
は
、
金
融
と
い
っ
て

も
、
証
券
市
場
と
上
場
企
業
が
担
当

で
、
ラ
イ
ブ
ド
ア
や
村
上
フ
ァ
ン
ド

に
つ
い
て
取
材
し
た
り
し
て
い
ま
し

た
。

山口省藏が訊く

金融業界の課題を読み解く

熱い熱い‼‼ 金融対談金融対談
第 27回　捨てられる銀行

橋本卓典（ゲスト）× 山口省藏（聞き手）




